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ジノテフランを有効成分とする動物休に直接適用しない動物用殺虫剤（フラッシュベイト、エコスピー  

ド）の食品健康影響評価について（案）  

食品安全委員会は食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条1項第8号の規定に基づ  

き農林水産大臣から「ジノテフランを有効成分とする動物体に直接適用しない動物用殺虫剤（フラッ  

シュベイト、エコスピード）」、同法第24条l項第l号の規定に基づき厚生労働大臣から「ジノテフラ  

ン」について、意見を求められた。（平成18年11月6日、関係書類を接受）   

i．ジノテフランについて叫   

ジノテフランはテトラヒドロフリルメチル基を有する殺虫剤で、国内では動物用医薬品としての使用  

はないが、2002年4月に殺虫剤として農薬の登録がなされている。国外では動物用医薬品として米  

国で猫用にスポットオン剤が使用されており、農薬としては米国、韓国、フィリピン、タイ等で使用され  

ている。  

2．フラッシュベイト、ニコスピードについで∴   

フラッシュベイト、エコスピードは同一製剤であり、製剤の内容については次の通りである。   

布主剤  

主剤はジノテフランである。  

登効能1効果  

効能・効果は畜・鶏舎内及びその周辺のハエの成虫の駆除である。   

③用法1用量  

用法・用量は畜・鶏舎内及びその周辺のハエの成虫の発生又は棲息する場所に、畜・鶏舎内   

外の床面積100m2に対し、本剤10g（ジノテフラン2g）を100－400mLの水に溶かした溶液を壁、   

柱に塗布する、又は壁、柱等に噴霧塗布する。なお、塗布量の目安は塗布面1m2当たり溶液   

100mLとし、溶液が地面に滴り落ちないように気を付けて、できるだけ均一に塗布又は噴霧塗   

布を行う。   

④その他  

乳化を目的として界面活性剤が使用されているが、これらは外国政府機関、国際評価機関で   

評価されているもの及び洗剤として使用されているものである。その他に滑沢剤、賦形剤が使   

用されているが、これらは食品添加物や医薬品の添加剤として使用されている。  

3、安全性に関する知見等について   

ジノテフランを主剤とする製剤は、上記の通り農薬としての使用実績がある。国外では米国、韓国、  

フィリピン、タイ等で農薬としての使用がある他、米国では食用動物ではないが猫用の動物用医薬  

品としての使用がある。JECFA等国際機関、EMEA、FDAにおける評価は行われていないが、EPA  

で0．02mg／kg体重／日のcRfDが設定されておりい′、また食品安全委員会において平成17年6月に  

0．22mg／kg体重／日のADIが設定されている。さらに今般、平成18年9月に農薬の適用拡大、同年  

11月に動物用医薬品としての承認申請に伴ってそれぞれ食品健康影響評価を求められたことから、  

別添のとおり評価を実施した。  
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ヰ．食品健康影響評価について   

ジノテフランの食品健康影響評価については、過去に食品安全委員会で評価されたのと同様、  

ADIとして次の値を採用することが適当と考えられる。  

ジノテフラン0．22mg／kg体重／日  

暴露量については、当評価結果を踏まえ暫定基準値の見直しを行う際に確認することとする。  

なお、本製剤は製剤を水に溶かした溶液を畜・鶏舎内及びその周辺の壁、柱等に塗布又は噴霧  

塗布して使用され、動物体に直接適用されない。また、ジノテフランは蒸気圧が＜1．7×10‾6pa（25℃）  

と極めて低ぐ）、常温・常圧下ではほとんど揮発しないと考えられることから、これを動物が吸入し暴  

露することも考えにくい。動物体への暴露が想定される最悪のケースは、空間に噴霧された薬剤が  

動物体に暴露するものであるが、臨床用量の5倍量を鶏、牛に直接噴霧した場合にも、血液、鶏卵、  

乳のいずれからもジノテフランは検出されないことが確認されている（定量限界0．01ppm）。   

このことから、本製剤については適切に使用される限りにおいて、製剤に含有される成分が食品を  

通じてヒトの健康に影響を与える可能性は無視できるものと考えられる。  
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